
旭区連合自治会町内会連絡協議会７月定例会 
 
 
 
 
 
１ 警察・消防からのお知らせ 

資料 

番号 
議題 配布先 

1-1 

旭警察署からのお知らせ（情報提供） 
◆お願いしたいこと 

地区連長：地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

単位会長：定例会等で情報提供・周知をお願いします。 

◆生活安全ニュース、交通ニュース等を同封しますので、ご覧ください。 

◆問合せ先 旭警察署生活安全課・交通課（TEL：361-0110） 

単会

会長 

1-2 

旭消防署からのお知らせ（情報提供） 
◆お願いしたいこと 

地区連長：地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

単位会長：定例会等で情報提供・周知をお願いします。 

◆毎月の火災・救急状況及び高齢者の皆様への防火、防災及び救急に関する支援に

ついてのお知らせを同封しますので、ご覧ください。 

◆問合せ先 旭消防署総務・予防課（TEL：951-0119） 

単会

会長 

 

 

２ 横浜市町内会連合会定例会結果報告 
資料 

番号 
議題 配布先 

2-1 

山下ふ頭再開発に係る市民意見募集の実施について（情報提供） 
◆お願いしたいこと 

地区連長：地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

単位会長：定例会等で情報提供・周知をお願いします。 

◆山下ふ頭再開発の新たな事業計画策定に向けて「答申を踏まえた基本的な方向性」

を取りまとめ、市民の皆様から広くご意見をいただくための市民意見募集を行ってい

ますので、周知をお願いします。 

◆募集期間 ７月１日（火）から９月９日（火）まで 

◆問合せ先 港湾局山下ふ頭再開発調整課（TEL：671-7314） 

単会

会長 

2-2 

GREEN×EXPO 2027 広報チラシの掲示について（掲出依頼） 
◆お願いしたいこと 

地区連長：地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

単位会長：掲示板へ掲出をお願いします。 

◆GREEN×EXPO 2027 の開催に向けて、市民の皆様と共に機運を高めるため、新しい

広報チラシを自治会町内会の掲示板に掲出を依頼します。 

◆掲示期間 ２か月程度（９月末まで） 

◆問合せ先 脱炭素・GREEN×EXPO 推進局 GREEN×EXPO 推進課（TEL：671-4627） 

掲示 

 

旭区マスコットキャラクター 

あさひくん 

日 時：令和７年７月 18 日（金） 

午前 10 時 00分から 

場 所：公会堂講堂（旭区役所４階） 

 



資料 

番号 
議題 配布先 

2-3 

「令和 7 年国勢調査広報ポスターの掲出のお願い」について（掲出依頼） 
◆お願いしたいこと 

地区連長：地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

単位会長：掲示板に掲出をお願いします。 

◆10月 1日を期日とした令和７年国勢調査が実施されるため、各自治会・町内会掲

示板への「国勢調査広報ポスター」の掲出を依頼します。 

◆掲示期間 ９月初旬～10 月中旬 

※これ以前から掲出いただいても差し支えありません。 

◆問合せ先 旭区総務課（TEL：954-6012） 

掲示 

2-4 

市民の防犯意識に関するアンケート（協力依頼） 
◆お願いしたいこと 

地区連長：地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

単位会長：定例会等で情報提供・周知をお願いします。 

◆昨今の犯罪情勢を踏まえ、横浜市では、防犯対策の強化に取り組んでいます。防

犯対策をより実効性のあるものとするため、市民の防犯意識について横浜市電子申

請・届出システムを使用したアンケートを行います。 

◆回答期限 令和７年８月 31 日（日） 

◆問合せ先 市民局地域防犯支援課（TEL：671-3705） 

単位

会長 

2-5 

「令和７年度地域の担い手創出支援事業 自治会町内会担い手発掘・仲間づくり

講座」の周知及びリーフレットの配布について（事業説明） 
◆お願いしたいこと 

地区連長：地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

単位会長：定例会等で情報提供をお願いするとともに、参加についてご検討くだ

さい。 

◆自治会町内会の役員様向けに、防災をテーマとした、新たな参加者を増やし、地

域のつながりづくりを目的とした講座を市内４か所で開催します。事業周知のた

め、本講座のリーフレットを７月区連会資料に同封して各自治会町内会長あてにお

送りしますので、よろしくお願いします。 

◆開催日 ９月６日（土）、９月 11日（木）、９月 17日（水）、９月 30日（火） 

◆問合せ先 市民局地域活動推進課（TEL：671-3624） 

単位

会長 

2-6 

自治会町内会向け デジタルツール展示・相談会について（情報提供） 
◆お願いしたいこと 

地区連長：地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

単位会長：参加希望のある団体は、「エントリーシート」でお申込みください。 

◆自治会町内会の役員の皆様向けに、活動におけるデジタルツールの活用（回覧板や

会費集金等のデジタル化）に関する DX展示・相談会を開催します。当日は、デジタ

ル化でできることについて企業や団体の方にご紹介いただき、その後、直接相談をい

ただける会となります。ついては、参加希望の団体は、エントリーシートのご提出を

お願いします。（お申込みいただいたすべてのみなさまにご参加いただけます） 

◆申請期限 ９月 15日（月）まで 

◆問合せ先 市民局地域活動推進課（TEL：671-3624） 

単会

会長 

 

 



資料 

番号 
議題 配布先 

2-7 

自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金の活用団体インタビュー公開について

（情報提供） 
◆お願いしたいこと 

地区連長：地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

単位会長：定例会等で情報提供をお願いします。 

◆４月１日から申請受付を開始した「自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金」に

ついて、より多くの自治会町内会にご利用をご検討いただくため、昨年度本補助金

を利用して会館に省エネ設備等を導入した団体へのインタビューを公開しました。

インタビューでは、「電気使用量が大幅に減った、補助率 2/3の補助金が導入のきっ

かけになった」との声がありました。申請期限内でも、予算上限に達し次第、受付

を終了します。ぜひ、インタビューをご覧いただき、補助金の活用についてご検討

ください。 

◆申請期限 ９月 30日（火）まで 

◆問合せ先 市民局地域活動推進課（TEL：671-2317） 

単位

会長 

 

 

３ 旭区連合自治会町内会連絡協議会 議題 
資料 

番号 
議題 配布先 

3-1 

令和７年度日赤旭区地区委員会事業推進費（災害用）の交付について（依頼) 
◆お願いしたいこと 

地区連長：地区連合でとりまとめ後、資料をご提出ください。 

◆令和７年度日赤旭区地区委員会事業推進費（災害用）の交付についての回答をご

依頼します。 

◆提出期限 10月 10日（金）まで 

◆問合せ先 旭区社会福祉協議会（TEL：392-1123） 

連長 

3-2 

「鶴ヶ峰連立 News(第 11 号)」の発行について（情報提供） 
◆お願いしたいこと 

地区連長：地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

単位会長：定例会等で情報提供・周知をお願いします。 

◆相模鉄道本線(鶴ヶ峰駅付近)連続立体交差事業は現在、西谷駅から二俣川駅間にお

いて工事を実施しています。この度、「鶴ヶ峰連立 News（第 11 号）」を発行し、今回

使用するシールドマシンの製作状況及び発進に向けた１工区の工事の様子について

ご報告します。 

◆問合せ先 道路局建設課（TEL：671-2792） 

単会

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料 

番号 
議題 配布先 

3-3 

きらっとあさひプラン（旭区地域福祉保健計画）第５期計画素案に対する区民意

見募集の実施について（依頼） 
◆お願いしたいこと 

地区連長：地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

単位会長：定例会等で情報提供・周知をお願いします。 

◆令和６年度から策定を進めている第５期旭区地域福祉保健計画「きらっとあさひプ

ラン」について原案の作成に向けて区民意見募集を実施するため、ご回答と各地区で

の周知を依頼します。 

◆素案配布・閲覧開始 ９月初旬 

意見募集期間 ９月 11日（木）から 10月 19日（日）まで 

◆問合せ先 旭区福祉保健課（TEL：954-6143） 

別送 

3-4 

旭区防災講座の開催について（依頼） 
◆お願いしたいこと 

地区連長：ご承知おきください。 

単位会長：定例会等で情報提供・周知をお願いします。 

◆旭区では、災害時のとなり近所の助け合いに向け、自助や共助に関する防災講座を

開催しています。今年度も、「個人向け研修」、「グループ向け研修」を開催しますの

で、多くの皆さまのお申込みをお待ちしております。 

◆申込期限 集合形式の研修：各回の前日 12時まで 

出前形式の研修：９月３日（水）まで 

◆問合せ先 旭区総務課（TEL：954-6007） 

単位

会長 

3-5 

旭区花いっぱい事業における秋の花苗配布の申請について（事業説明） 
◆お願いしたいこと 

地区連長：地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

単位会長：定例会等で情報提供・周知をお願いします。 

◆自治会・町内会に対し、花と緑に親しむきれいな街づくり及びポイ捨てや不法投棄

ができない環境づくりを目的として、毎年春・秋の２回花苗の配布を行っています。

事業概要について説明するとともに、花苗の配布を希望する自治会・町内会に対し

「花苗配布申請書」の申請方法をご案内します。 

◆申込期限 ８月 29日（金）まで 

◆問合せ先 旭区地域振興課（TEL：954-6096） 

単位

会長 

 

４ その他（情報提供、講演会・催事等の案内等） 
資料 

番号 
議題 配布先 

4-1 

消費者大学開催について（情報提供） 
◆お願いしたいこと  

地区連長：地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

単位会長：定例会等で情報提供・周知をお願いします。 

◆消費者トラブルの防止及び啓発等のため、消費生活に関連する問題をテーマに

『消費者大学』と称した講演会を開催しますので、ご案内します。 

◆開催日 ９月 16日（火） 

◆問合せ先 旭区地域振興課（TEL：954-6091） 

単位

会長 

 



資料 

番号 
議題 配布先 

4-2 

'’25 横浜旭ジャズまつり開催のご案内及びチラシの掲出について（依頼） 
◆お願いしたいこと  

地区連長：地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

単位会長：掲示板に掲出をお願いします。 

◆本年開催する横浜旭ジャズまつりを広く区民に周知するため、各自治会町内会掲

示板でのチラシ掲出を依頼します。 

◆開催日 ８月 31日（日） 

◆問合せ先 旭区地域振興課（TEL：954-6094） 

掲示 

4-3 

よこはまくらしナビの掲示依頼について（掲出依頼） 
◆お願いしたいこと  

地区連長：地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

単位会長：掲示板に掲出をお願いします。 

◆旭区内での消費生活問題啓発のため、横浜市消費生活総合センター発行している

よこはまくらしナビの掲示を依頼します。 

◆問合せ先 旭区地域振興課（TEL：954-6091） 

掲示 

4-4 

「あさひみらい塾 2025」の実施について（掲出依頼） 
◆お願いしたいこと  

地区連長：地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

単位会長：掲示板に掲出をお願いします。 

◆地域で活動するきっかけづくりを目的に実施する「あさひみらい塾」について、

広く区民に周知するため、各自治会町内会掲示板でのチラシ掲出を依頼します。 

◆問合せ先 旭区地域振興課（TEL：954-6028） 

掲示 

 

 

５ 地域広報紙等の配布について（地区連合会長への情報提供） 

(１) 今宿地区だより（第41号）    ※今宿地区町内会自治会連合会 広報紙 

(２) ささのだいニュース（Vol.53）  ※笹野台地区連合自治会 広報紙 

(３) みんなの若葉台（No.479）    ※若葉台連合自治会 広報紙 

(４) きぼうのえがお（第71号）    ※希望が丘東地区連合自治会 広報紙 

(５) YOKOHAMA SAKONYAMA（No.117）  ※左近山連合自治会 広報紙 

(６) 自治会町内会情報誌 まちむら（第170号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【次回日程】 

◎旭区連合自治会町内会連絡協議会９月定例会 

日 時：令和７年９月 19 日（金） 午前 10 時 00 分から 

場 所：新館大会議室（旭区役所新館２階） 

※８月定例会は休会となります。なお、「１ 警察・消防か

らのお知らせ」については、ホームページに資料を掲載

いたします。 

 

【定例会結果報告はこちら】  

旭区連会ホームページに掲載しております！ 
「定例会資料」のページをご確認ください。 

旭区連会ホームページを開設しました！ 

自治会町内会の活動紹介や、地域活動を行う上で役に立つ旭区関連の情報など掲載しています。 
ぜひご覧ください。 

 【URL】 
https://rarea.events/features/asahikurenkai_yokohama 

※右の二次元バーコードからもご覧いただけます 















6 月21 日

6 月28 日

6 月29 日

　　　

45.5 △ 2.6 665.3 677.3 △ 12.0
（備考）令和７年の数値は速報値であり、確定値ではありません。

救急状況
救急件数（件） 7,773 8,278 △ 505 120,415

１日当たりの出場件数（件） 42.9

1 △ 1 14 17

84
焼損床面積（㎡） 54 334 △ 280 3,264 3,852 △ 588

△ 3

火災件数（件） 22 15 7 412 328

火災状況

123,273 △ 2,858

各年１月１日から６月30日まで
項　　　　目 旭　　　区　　　内 横　　　浜　　　市　　　内
区分／年数 令和７年 令和６年 増△減 令和７年 令和６年 増△減

負傷者（人） 3 4 △ 1 64 66 △ 2
死者（人） 0

さちが丘 乗用車 乗用車機関部焼損 蓄電池（バッテリー）

　　　　　　旭区内火災発生状況　（ ６月中：３件 ）

月日 場所 用途 被害状況 出火原因

桐が作
保土ヶ谷バイパス
中央分離帯

枯草若干焼損 火工品（発煙筒）

上白根町 共同住宅 ラグ、電気カーペット、衣服各若干焼損　負傷者１名 調査中

区連会 資料１-２

【お問合せ先】旭消防署総務・予防課 予防係 電話・FAX ０４５（９５１）０１１９

旭消防署からのお知らせ

【お問合せ先】旭消防署総務・予防課 予防係 電話・FAX ０４５（９５１）０１１９

昨今の高齢化の進展に伴い、火災や地震・風水害などの災害発生時や

急な病気やけがなどの際、高齢者の方のリスクが高まる傾向があります。

そのため、私たちは、地域にお住まいの高齢者の皆様が安心して暮ら

し続けられるよう、日頃からの備えと支援を大切にしています。

高齢者の皆様への

防火・防災及び救急に関する支援について

【参考】令和６年中の市内の火災・救急概況に係る高齢者の状況

・火災による死者24人のうち、約８割（19人）

・火災による負傷者108人のうち、約４割（45人）

・救急搬送人員207,472人のうち、約６割（121,349人）であり、さらに

６割以上が重症化リスクの高い中等症以上（入院が必要）と診断

【主な取組】

(1) 防災指導・・・火災予防、地震対策、救急対応などの講習会等

(2) 防災訪問・・・ご自宅を訪問、防火・防災対策等をアドバイス

【最後に】

私たちは、旭区にお住まいの皆様が健康で、安全・

安心に暮らせるように全力でサポートいたします。

防火・防災・救急に関することは、どんな小さなこ

とでも構いません。どうぞお気軽にご相談ください。



件

件

件
鶴ヶ峰本町一丁目

鶴ヶ峰本町二丁目

鶴ヶ峰本町三丁目

件

件 件

件 ＊ 　 地区連合未加入・高速道路等を含みます。

合　　　　　計 3 22

【お問合せ先】  旭消防署総務・予防課　　電話・ＦＡＸ：９５１－０１１９

希望が丘東地区連合自治会 地区連合未加入・高速道路等 3 8
希望が丘連合自治会 1 市沢地区連合町内会
笹野台地区連合自治会 1 左近山連合自治会
若葉台連合自治会 1 旭南部地区連合自治会 1
川井地区町内会自治会連合会 3 旭中央地区連合町内会
今宿地区町内会自治会連合会 4 二俣川ニュ－タウン連合町内会
上白根連合自治会 二俣川地区連合自治会
旭北地区連合自治会 万騎が原連合自治会
白根地区町内会自治会連合会 1 さちが丘地区連合自治会
鶴ヶ峰地区町内会連合会 2 希望が丘南地区連合自治会

旭区連合自治会町内会火災発生状況
自治会・町内会 月 累計 自治会・町内会 月 累計

上白根町 4 2 2

上白根三丁目
6 上白根二丁目

11 1 0 10

その他
下川井町 合計 22 件

建物 車両 林野
川井宿町 1 1

都　岡

川井本町

都岡町 1 1

上白根一丁目

矢指町善部町
1 中尾二丁目2 二俣川１丁目

中尾一丁目南希望が丘
中沢三丁目中希望が丘 1 1
中沢二丁目東希望が丘

さちが丘

さちが丘 1 1 中沢一丁目
笹野台四丁目今宿南町 1 1
笹野台三丁目7 今宿西町 1 1

本　署

今宿東町 2 1 1 笹野台二丁目 1 1
今川町 笹野台一丁目
四季美台 今宿二丁目

西川島町
本村町 今宿一丁目

今宿町

金が谷一丁目
金が谷二丁目

1
1 1

今  宿

金が谷
1 小高町 1鶴ヶ峰二丁目

三反田町鶴ヶ峰一丁目 1 1
中白根四丁目

市　沢
市沢町
若葉台四丁目 1 1中白根三丁目

中白根二丁目 2
中白根一丁目 若葉台二丁目

若葉台一丁目

若葉台三丁目

1 1
白根八丁目
白根七丁目

若葉台
上川井町
柏町

1
白根六丁目

2

白根五丁目 3 大池町
万騎が原白根四丁目

1

白根三丁目
白根二丁目 1 1 桐が作 2

左近山

白根一丁目 二俣川２丁目
白根町 南本宿町

南本宿

本宿町川島町

令和７年１月１日から令和７年６月30日まで

署所別 町　丁　別 小計
火　　災　　種　　別

署所別 町　丁　別 小計
火　　災　　種　　別

建　物車　両林　野その他 建　物車　両林　野その他

令和７年町丁別火災発生状況



山下ふ頭再開発に係る市民意見募集の実施について【情報提供】 

１ 事業の趣旨 

  山下ふ頭再開発の新たな事業計画策定に向けて、「答申を踏まえた基本的な方向性」を取

りまとめました。ついては、市民の皆様から広くご意見をいただくための市民意見募集を

実施していますので周知をお願いします。

２ お願いしたいこと 

【区 連 長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で周知をお願いします。 

３ 市民意見募集の概要 

（１）募集期間

令和７年７月１日（火）～９月９日（火）

（２）提出方法

ア インターネット入力フォーム（横浜市電子申請・届出システム）

次の URL または二次元コードからアクセスし、横浜市電子申請・届出システムにお

進みください。

    【URL】 

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-

info/yokohamashi/yokohamako/kkihon/keikaku/yamashita/joi/hokoseiiken.html 

【二次元コード】 

イ 郵送（リーフレット付属のはがき）

（３）リーフレット配架場所（７月中旬から順次配架）

市民情報センター（市庁舎３階）、各区役所広報相談係、行政サービスコーナー・

図書館等のＰＲボックス など

４ その他 

広報よこはま８月号 はま情報にも掲載予定です。 

５ 参考資料 

  市民意見募集案内資料

市連会７月定例会説明資料
令 和 ７ 年 ７ 月 1 1 日
港湾局山下ふ頭再開発調整課

港湾局山下ふ頭再開発調整課 
担当 武、多和田 
電話 045-671-7314 /FAX 045-550-4961 
メール kw-yamashita@city.yokohama.lg.jp

横浜市ホームページ 

市民意見募集 

区連会 資料 ２－１ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/yokohamako/kkihon/keikaku/yamashita/joi/hokoseiiken.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/yokohamako/kkihon/keikaku/yamashita/joi/hokoseiiken.html


 

 

 

（参考）山下ふ頭 位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

【募集期間】 

令和７年７月１日（火）～９月９日（火） 

 

【意見の提出方法】 

（１） インターネット入力フォーム（横浜市電子申請・届出システム） 

次の URL または二次元コードから、横浜市電子申請・届出システムにお進みください。 

【URL】 

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-

info/yokohamashi/yokohamako/kkihon/keikaku/yamashita/joi/hokoseiiken.html 

【二次元コード】 
 
 
 
 
 
 
（２） 郵便 リーフレット付属のはがきをご利用ください。（切手不要・当日消印まで有効） 

 

【リーフレットの配架場所】７月中旬から順次配架 

（１） 市民情報センター（市庁舎３階） 

（２） 各区役所 広報相談係 

（３） 行政サービスコーナー、図書館等のＰＲボックス など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 令和３～５年に実施した市民意見募集や市民意見交換会等の結果や山下ふ頭再開発検討員会

からの答申を踏まえ、山下ふ頭再開発のテーマと具体的な取組の考え方を取りまとめましたので、新

たな事業計画策定に向けて、市民の皆様からのご意見を幅広く募集します。 

山下ふ頭再開発「答申を踏まえた基本的な方向性」について 
 市民の皆様からのご意見を募集します（７/１～９/９） 

横浜市ホームページ 

市民意見募集 

＜裏面あり＞ 

１ 市民意見募集の概要 

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/yokohamako/kkihon/keikaku/yamashita/joi/hokoseiiken.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/yokohamako/kkihon/keikaku/yamashita/joi/hokoseiiken.html


 

 

 

【新たなまちの将来像】 

※ 市民意見を踏まえ民間事業者へのヒアリング等も

行っていきます。 

 

 

 

新たなまちの将来像として、３つのテーマと、その土台となるインフラ構築・空間整備の考え方

をもとに再開発を推進していきます。 

この中で、テーマⅠ「世界に誇れる、魅せる『緑と海辺』空間」は、再開発の最も大きな軸と位

置づけており、他のテーマを包含する関係性となっています。また、３つのテーマが重なり合う中

心に、「市民が結ぶ新たなまちの環」として、市民の皆様をはじめとする多様な主体が参画でき

るまちづくりの考え方を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆「答申を踏まえた基本的な方向性」は、こちらからご覧いただけます。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-

info/yokohamashi/yokohamako/kkihon/keikaku/yamashita/joi/hokosei.html 

 
 

 

 

 

2025 年７月～ 市民意見を伺う取組 

2025 年度中 事業計画案 

市民意見募集 

   新たな事業計画 

2026 年度頃 事業化 

横浜市ホームページ 

「答申を踏まえた基本的な方向性」 

市民意見を伺う取組を実施し、議論を積み上げ、

より良い事業計画の案を作成していきます。ま

た、作成した事業計画案に対しても、改めて市民

の皆様のご意見を伺い、新たな事業計画を策定

していきます。 

２ 答申を踏まえた基本的な方向性（概要） 

３ 今後の進め方 

横浜市港湾局山下ふ頭再開発調整課  TEL：045-671-7314 FAX：045-550-4961 

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/yokohamako/kkihon/keikaku/yamashita/joi/hokosei.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/yokohamako/kkihon/keikaku/yamashita/joi/hokosei.html


 

GREEN×EXPO 2027 広報チラシの掲示について【掲示依頼】 

 
 
１ 事業の趣旨 

  GREEN×EXPO 2027 の開催に向けて、市民の皆様と共に機運を高めるため、新しい広報チ

ラシを自治会町内会の掲示板に掲出していただきますようお願いします。 
 
 

２ お願いしたいこと 

【区連長 】御承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で周知をお願いします。 

【単位会長】単位自治会町内会あて掲示物を送付します。 

掲示について、可能な範囲で御協力をお願いします。 

※過去に依頼しました GREEN×EXPO 2027 のチラシが 

掲示板に残っている場合は、新しいチラシに貼り替えて 

いただきますようお願いします。 
 
 
 

３ 広報チラシの掲示期間等 

・広報チラシの到着後、２か月程度（９月末まで）を目安に掲示をお願いします。 

・掲示期間後も継続して掲示していただける場合は、御協力をお願いいたします。 

・掲示板の空き状況等により、御無理のない範囲で御協力をお願いします。 

 
 
 
 
 
 
 

脱炭素・GREEN×EXPO 推進局 GREEN×EXPO 推進課 
担当 山本、西堀 

電話 045-671-4627 /FAX 045-212-1223 
メール da-greenexpo-pr@city.yokohama.lg.jp 

（今回依頼） 
掲示用 広報チラシ 

市 連 会 ７ 月 定 例 会 説 明 資 料 
令 和 ７ 年 ７ 月 1 1 日 
脱炭素・GREEN×EXPO 推進局 
G R E E N × E X P O 推 進 課 

区連会 資料 2-2 





 

令和７年７月 18 日 

旭区連合自治会町内会連絡協議会資料 

旭区役所総務課 

 

令和７年国勢調査の広報ポスターの掲示板への掲出のお願いについて【協力依頼】 

 

１ 事業の趣旨 

本年 10 月１日に全国一斉に令和７年国勢調査が実施されます。 

  国勢調査は統計法に基づき、国内に居住する全ての人及び世帯を対象に行われる 

国の最も大規模かつ重要な統計調査です。自治会・町内会におかれましては、本調査の重要

性を御理解いただき、全世帯の回答を頂けるよう、「広報よこはま」を始めとした地域に密

着した媒体を活用して、各世帯の皆様への十分な広報を実施してまいりたいと考えておりま

す。 

お手数をおかけいたしますが、広報ポスターの自治会・町内会掲示板への掲出等について、

御協力をいただきますようお願い申し上げます。 

 

２ お願いしたいこと 

【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】国勢調査広報ポスターの掲出等をお願いします。 

 

３ 広報ポスター掲出等のお願い事項 

（１）ポスター仕様 A４縦 片面印刷（別添参照） 

（２）掲出依頼期間 

    ９月初旬～10月中旬（これ以前から掲出いただいても差し支えありません。） 

（３）ポスター送付時期 

    ７月の「自治だより」にて各自治会・町内会あて送付させていただきます。 

 

 

【参考】調査書類の配布時期、回答・提出期間 

１ 調査書類の配布時期 

  9月 20日（土）～10月１日（水） 

  ※調査票（紙）のほか、インターネット回答に必要な書類や郵送用の封筒などを 

配布。 

 

２ インターネット回答期間 

  ９月 20 日（土）～10月８日（水） 

 

３ 調査票での回答期間 

10 月１日（水）～10月８日（水） 

 

                        

                      
問合せ先：旭区役所総務課統計選挙係 

佐藤、佐々木  

電 話：９５４－６０１２ 

メール：as-toukei@city.yokohama.lg.jp 

 

 

区連会 資料２－３ 





 

 

 

市民の防犯意識に関するアンケートについて【協力依頼】 

 

１ 事業の趣旨 

  横浜市では防犯対策を強化しています。本アンケートは、防犯対策をより実効性のあ

るものとするため、市民の皆さまのご意見を参考にさせていただくことを目的としてい

ます。市民の皆さまの声を通じて、より安全で安心なまちづくりにつなげていきます。  

 ご協力のほどお願いいたします。 

 

２ アンケート対象者 

  全市民が対象です。 

 

３ お願いしたいこと 

 【区 連 長】  ご承知おきください。 

【地区連長】  地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】  単位会長あて資料を送付します。 

アンケートの周知・回答に御協力をお願いします。 

 

４ 事業の概要 

  別紙参照（「あなたの声で、もっと安全安心な横浜に！」チラシ） 

 

５ アンケート内容（※概ね５分程度の内容です） 

  （概要） 

  ・本市の治安についての印象 

  ・自身で行っている防犯対策 

  ・本市防犯活動に求めること 

  ・防犯情報の受信方法として求めるもの 

 

６ 回答期限 

  令和７年８月 31 日（日） 

 

 

市民局地域防犯支援課 
担当 川口、蔦井 
電話：045-671-3705／ＦＡＸ：045-664-0734 
電子メール：sh-chiikibohan@city.yokohama.lg.jp 

資料
番号 ２―４ 



防犯意識に関する
アンケート回答方法

スマートフォンで下記のQRコードを読み取って
ご回答ください。 所要時間︓約５分
※匿名での回答になります。

QRコード

横浜市役所
市⺠局地域防犯⽀援課

045-671-3705
（R7.7）

回答期限 令和７年８⽉３１⽇（⽇）まで
【注意事項】
・いただきましたご意⾒等については、防犯対策を強化の際の参考とさせてい
ただきますが、個別の回答等はいたしませんのでご了承ください。

・いただいたご意⾒等は公開させていただく可能性がありますので、ご承知お
きください。個人情報は公開しません。

・ご意⾒等に付記された年代、住所等の個人情報につきましては適正に管理し、
本意⾒募集に関する業務のみに利⽤します。

・その他個人情報については、横浜市個人情報の保護に関する条例に従って適
正に取り扱います。

昨今の犯罪情勢を踏まえ、横浜市では、防犯対策の
強化に取り組んでいます。
本アンケートは、防犯対策をより実効性のあるものとする

ため、市⺠の皆さまのご意⾒を参考にさせていただくことを
目的としています。
皆さまの声が、より安全で安心なまちづくりにつながりま

す。ぜひご意⾒をお願いいたします。



令和７年度地域の担い手創出支援事業  

「自治会町内会担い手発掘・仲間づくり講座」の 

周知及びリーフレットの配布について【ご案内】 

 

１ 趣旨 

自治会町内会の会長をはじめ、役員の方におかれましては、少子高齢化、人口減少、ライ

フスタイルが多様化する中、地域活動の維持、発展に向けて日々、工夫されるとともに、ア

イデアを求められていることと思います。 

そこで、今年度から、地域活動における新たな参加者の獲得につながるよう、また、地域

のつながりづくりを目的として、自治会町内会の役員の方々を対象とする講座を市内４か

所で開催することとしました。 

当日は、誰もが「一緒に活動したい！」と思う仲間づくりの秘訣や魅力ある企画のヒント

を他地域の事例を交えて、紹介させていただきます。 

つきましては、参加希望の団体は、各区地域力推進担当まで（電子申請システムの場合は、

二次元コードから）お申込みをお願いいたします。 

自治会町内会の会長や役員の皆さまをはじめ、お誘い合わせのうえ、ぜひご参加くださ

い。 

 

２ お願いしたいこと 

【区連長 】ご承知おきください。 

【地区連長】地区定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で情報提供をお願いするとともに、

参加についてご検討ください。 
 

３ 開催概要 

(1) 令和７年９月６日 （土）14時～16時 【かながわ県民センター】 

(2) 令和７年９月 11日（木）14時～16時 【ボッシュホール（都筑区民文化センター）】 

(3) 令和７年９月 17日（水）14時～16時 【保土ケ谷公会堂】 

(4) 令和７年９月 30日（火）10時～12時 【横浜市役所 市民協働推進センター スペース A・B】 

 

■当日のプログラム（主な予定） 

自治会町内会活動の実践者、ＮＰＯ等の団体で活躍されている２名の講師から、実際に取

り組まれた事例を中心にお話いただきます。 

 

・講座１（東京都三鷹市で、町会長として交流の場づくりに取り組んだ実践事例） 

・講座２（町会・自治会応援キャラバンを通じた担い手・仲間づくりの事例） 

 

４ 申込期限・申込み方法等 

■申込期限：令和７年８月２２日（金）まで 

※応募者多数の場合は抽選で受講者を決定し、ご希望の会場・日時に参加いただけない場

合のみ、８月２９日（金）までにメールで連絡いたします。 

（定員に満たない場合は、引き続き受付） 

市連会７月定例会説明資料 

令 和 ７ 年 ７ 月 1 1 日 

市 民 局 地 域 活 動 推 進 課 

区連会 資料２－５ 



【裏面あり】 

■申込み方法 

電子申請システムでの申請または 

Eメール、電話、FAX、窓口への持参のいずれかでお申込みください。 

  

 ■申込み・問合せ先 

各区地域力推進担当 

（申込み・問い合わせ先の詳細は、添付のリーフレットをご参照ください） 

 

 

５ 添付資料 

  リーフレット：「地域の仲間を増やそう ～防災編～」 

地域活動を盛り上げる！自治会町内会担い手発掘・仲間づくり講座 

※本市ホームページにも掲載します。 

 

 

 

 

 

市民局地域活動推進課 
担当 大内、森 
電話 045-671-3624 /FAX 045-664-0734 
メール sh-chiikikatsudo@city.yokohama.lg.jp 

▲電子申請システム 

（お申込みはこちらから） 

▲地域の担い手創出支援事業

ホームページ 



もっと多くの仲間と

「地域を盛り上げていきたい！」とお考えの

自治会町内会のリーダーの皆さま、必見！！

防災をテーマに、誰もが「一緒にやりたい！」

と思う仲間づくりの秘訣や

魅力ある企画のヒントを事例から学びましょう。

参加費無料

地域活動を盛り上げる！ 自治会町内会担い手発掘・仲間づくり講座

９月６日（土） かながわ県民センター

９月11日（木）

９月17日（水） 保土ケ谷公会堂

９月30日（火）

14：00～ 16：00
（受付13：30～）

14：00～ 16：00
（受付13：30～）

ボッシュホール
（都筑区民文化センター）

横浜市役所
市民協働推進センタースペースA・B

14：00～ 16：00
（受付13：30～）

10：00～ 12：00
（受付9：30～）

1

2

3

4

日程（令和7年） 時間 会場

※講座内容は、各会場同じです

自治会
町内会

の

活動者（
仲間）を

増やし
たい

リーダ
ー層・役

員層の

皆さま
へ

一緒に活動する
仲間を増やしたい！

電子申請システムでの
お申込みはこちらから→

詳細は、
内面をご覧く

ださい

※ご記入いただいた個人情報は、本事業以外には使用いたしません。

申込用紙 FAX：045-955-3341 （旭区地域振興課地域力推進担当）
FAX・持参の人はこちらの用紙をお使いください。

□ かながわ県民センター 令和7年９月６日（土） １４：００～１６：００
□ ボッシュホール（都筑区民文化センター） 令和7年９月１１日（木） １４：００～１６：００
□ 保土ケ谷公会堂 令和7年９月１７日（水） １４：００～１６：００
□ 横浜市役所市民協働推進センター 令和7年9月３０日（火） １０：００～１２：０0

希望する会場・日時

自治会町内会名

名前
（代表者）

参加人数

メールアドレス
（代表者）

役職名

電話番号
（代表者）

ふりがな

（いずれか１つにチェックしてください）

（役職のある方全員の
役職名をご記入ください）

申込
期限

※応募者多数の場合は抽選で受講者を決定し、ご希望の会場・日時に参加
　いただけない場合のみ、８月２９日（金）までにメールで連絡いたします。
※定員に満たない場合は、引き続き受付

市内自治会町内会の会長や役員等の皆さま
（自治会町内会で活動している方、地域活動に取り組んでいる方も可）

電子申請システムでの申請または下記【申込事項】を記入の上、
Eメール、電話、FAX、窓口への持参のいずれかでお申込みください。

受講対象者

申込方法

① 希望する会場・日時　② 自治会町内会名　③役職名　④参加人数　
⑤ 名前（漢字）　⑥ 名前（ふりがな）　⑦ 電話番号　⑧ メールアドレス申込事項

旭区地域振興課地域力推進担当（区役所本館２階21番窓口）
住所：〒241-0022　横浜市旭区鶴ケ峰1-4-12
TEL：045-954-6028　FAX：045-955-3341　メールアドレス：as-chiikiryoku@city.yokohama.lg.jp

申込み・お問い合わせ先

令和7年８月２２日（金）まで

右の二次元コードを読み込んでください▶

人

主催：市民局地域活動推進課   委託先：株式会社イータウン

～地域の担い手創出支援事業～
自治会町内会向け講座

申込期限は

８月２２日（金
）

まで 

自治会町内会向け講座～地域の担い手創出支援事業～

横浜市電子申請システム→手続き一覧（個人）→「自治会町内会担い手発掘・仲間づくり講座」で 検索



日時・会場・定員（各会場定員あり） 講座内容・講師紹介（予定）

 神奈川区鶴屋町2-24-2
 （「横浜駅」西口・きた西口から徒歩5分）

かながわ県民センター 

 都筑区中川中央１丁目９番33号
 （市営地下鉄「センター北駅」出口1、3から徒歩5分）

ボッシュホール             

保土ケ谷区星川１丁目２－１
（相鉄線「星川駅」北口から徒歩3分）

保土ケ谷公会堂 

中区本町6丁目50-10 横浜市庁舎１F
（みなとみらい線「馬車道駅」 １C出入口直結
JR・市営地下鉄「桜木町駅」 徒歩3分）

横浜市役所　                 市民協働推進センター 
スペースA・B 

都筑区民
文化センター　

・会場ごとに定員があります。・講座内容は、各会場同じです。
※講座の様子を撮影し、HPや広報に掲載する場合がありますのでご了承ください。

※講座の内容、講師は予定です。変更になる場合があります。

令和7年 ９月６日（土）　

令和7年 ９月11日（木）　

令和7年 ９月17日（水）　

令和7年 ９月30日（火）　

１４：００～１６：００（受付 １３：３０～）　

１４：００～１６：００（受付 １３：３０～）　

１４：００～１６：００（受付 １３：３０～）　

１０：００～１２：００（受付 ９：３０～）

ご留意事項

1

2

3

4

＼事例から学ぶ／

地域活動を盛り上げるために、自治会町内会の担い手発掘・仲間づくりに向けて実践者、
中間支援組織で活躍されているお二人の講師から、実際に取り組まれた事例を中心に
お話ししていただきます。

講座で学んだこと、一緒に実践しませんか

講師
竹上　恭子　氏

三鷹市
井の頭一丁目町会会長

講師
冨川　万美　氏

NPO法人M-plug理事、
アクティブ防災事業代表

転勤族としての経験から、「新しい土地で自分の居場所

をつくる」ことの大切さを実感し、町会で多世代が気軽

に集える場づくりや、楽しく学べる防災活動に取り組ん

できました。「顔の見える関係を作りたい」「やりたい人

を応援したい」̶ そんな思いに共感してくれる人が少し

ずつ増え、町会が元気になってきています。

東日本大震災の支援活動を機に M プラグの設立に参加。
子育ての当事者が自ら学び、自ら考え、自ら動く「アクティ
ブ防災」を提唱し、防災講座、ファシリテーターの育成を
行いながら、「東京防災」監修など、官公庁や自治体の防
災対策への協力や、書籍、雑誌などで監修を務める。
『全災害対応 ! 子連れ防災BOOK』（祥伝社、ママプラグ
著、2019年 3月）などを執筆。

東京都三鷹市で、町会長として交流の場づくりに取り組んだ実践事例事例 1

事例 2 町会・自治会応援キャラバンを通じた担い手・仲間づくりの事例
～講師の方に直接質問できる時間も予定しています～

地域活動を盛り上げる！自治会町内会担い手発掘・仲間づくり講座

自治会町内会の皆さまが抱える運営の悩みに寄り添いながら、担い手・
仲間づくりを実践する皆さまの活動をサポートします。ご興味ある方
は、会場でスタッフにお問い合わせください。

もっと
多くの人に
参加して

もらいたい …

事例1・「住民同士の交流から防災力向上を進める取組」な
ど 事例2・「子育て世代に響く防災企画」など

profile profile

定員

 200人

定員

 80人

定員

 80人

定員

 200人
セ
ン
タ
ー
北
駅

出口3

出口1

他地域の
事例満載！

西口

きた西口

横
浜
駅

星
川
駅

北口

桜
木
町
駅

新南口

東口
馬車道駅
1C出入口
直結

市営地下鉄
「出口」



 

 

自治会町内会向け デジタルツール展示・相談会について【ご案内】 

 

１ 趣旨  

自治会町内会の役員の皆様向けに、活動におけるデジタルツールの活用（回覧板や会費集金等

のデジタル化）に関するデジタルツール展示・相談会を開催します。 

当日は、デジタル化でできることについて、企業や団体の方にご紹介いただいたり、直接ご相談を

していただける会となります。 

   つきましては、参加を希望される団体におかれましては、市民局地域活動推進課までエントリーシ

ートのご提出をお願いいたします。 

  

２ お願いしたいこと  

【区 連 長】ご承知おきください。  

【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。  

【単位会長】単位会長あてに資料を送付します。参加希望のある団体は、「エントリーシート」でお申込 

         みください。 

 

３ 開催概要  

（１）日時 ：令和７年９月 21日（日）10時～16時（入退場自由） 

（２）場所 ：横浜市役所１階アトリウム（横浜市中区本町 6-50-10） 

（３）申込 ：電子申請・届出システム又はエントリーシートを記入の上ＦＡＸ（地域活動推進課あて） 

           にて申込  

            ■エントリーシート提出期限：令和７年９月 1５日（月） 

             ※お申込みいただいた、全ての皆様にご参加いただけます。 

  （４）その他 :詳細は別添のチラシのとおり 

       

   

   

 

担当：市民局地域活動推進課 

   栗田、石栗  

電話：671-3624 

FAX：664-0734 

市連会７月定例会説明資料  

令 和 ７ 年 ７ 月 1 １ 日  

市 民 局 地 域 活 動 推 進 課 

区連会 資料２－６ 



自治会町内会からこんな相談お受けします

・デジタルで活動は楽になるの？

・具体的にどんなものがあるの？

・どうやって選べばいいの？

・お金はかかるの？

電子回覧板として使えるアプリや、会費の集金などを

キャッシュレスで行えるアプリを提供している企業等が出展します。

サービスの紹介をはじめ、導入の相談も直接できます。

当日のタイムテーブル等詳細は裏面をご確認ください。
開催日時・場所

令和７年９月21日（日）10：00～16：00※入退場自由

横浜市役所１階アトリウム
お問合せ・お申込み

横浜市 市民局 地域活動推進課

問合せ：045-671-3624 申込み：裏面の二次元コードまたはFAXにて

自治会町内会向け デジタルツール展示・相談会



申込み先【横浜市 市民局 地域活動推進課】

●電子申請：右側のＱＲコードから入力 →
●ＦＡＸ：０４５－６６４－０７３４→以下エントリーシートを記入し送付

自治会町内会デジタルツール展示・相談会エントリーシート

◇自治会の所在区と名称、出席人数をお知らせください
※お申込みいただいたすべてのみなさまにご参加いただけます。

区名 区

自治会町内会名

人数 人

≪プログラム≫
●ステージ
自治会町内会ＤＸの説明
企業・団体によるデジタルツール等の説明

1回目：10：00～11：00

２回目：12：15～13：15

３回目：14：00～15：00

申込期限：

令和７年９月１５日（月）

●ステージ外
相談会：11：00～16：00
※ブースにより休憩時間を挟む場合があります。

各事業者が提供するデジタルツール等のサービスは、自治会町
内会ＤＸ応援事業【自治会町内会向け】HPに概要が掲載されて
います。

横浜市 自治会町内会DX応援 検索

≪出展予定事業者≫
（株）タウンニュース社
小田急電鉄（株）
大東建託（株）
（株）ワンベルウッズ
（株）ネオジャパン
ウーマンネット（株）
（株） LOCAL JAPAN
PayPay （株）（※調整中）

アニバーサリーコンシェル（株）
（株）シーピーユー
（株）フィールド
三愛電子工業（株）横浜技術センター
（株）ブループリント・システムズ
（株）アイティサーフ
（特非）まちづくりエージェント SIDE BEACH CITY.

（※）出展調整中です。調整結果及びステージのタイムスケジュール（詳細）は

８月頃に下記のHPに掲載します。

※全３回同じ内容です。
（下記の全ての出展予定事業者からの説明をお聞きいただけます）



 

自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金の活用団体インタビュー公開について【情報提供】 

１ 趣旨 

  ４月１日から申請受付を開始した「自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金」について、

より多くの自治会町内会にご利用をご検討いただくため、昨年度本補助金を利用して会館に

省エネ設備等を導入した団体へのインタビューを公開しました。 
インタビューでは、「電気使用量が大幅に減った、補助率 2/3の補助金が導入のきっかけに

なった」との声がありました。本補助金の申請期限は、９月 30日（火）までです。期限内で

も、予算上限に達し次第、受付を終了します。 
ぜひ、インタビューをご覧いただき、補助金の活用についてご検討ください。 

 

２ お願いしたいこと 

【区 連 長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。  

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で情報提供をお願いします。 
 

３ 公開先 

  以下のホームページで公開しています。 

URL:https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/shiminkyodo/jichikai/datsutanso.html  

 

 

 

補助金の詳細については、上記ページに掲載している 

「横浜市自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金 募集案内」をご覧ください。 

申請様式もこちらからダウンロードできます。 

 

４ 申請状況（７月４日時点速報値） 

  86件、52,765,060円（予算執行率 約 33％） 

※申請期限：９月 30日（火） 

期限内でも予算上限に達し次第、受付を終了します。申請はお早めにお願いします。 

 

 

★補助対象などに関するお問合せ・申請窓口 事業実施主体 

横浜市住宅供給公社 街づくり事業課 

（事務委託先） 

電話：045-451-7740（平日 9:00～17:00） 

Email:yokohama-shoene@yokohama-kousya.or.jp 

市民局地域支援部地域活動推進課 

担当：佐藤、笹尾 

電話：045-671-2317 

Email:sh-chiikikatsudo@city.yokohama.lg.jp 

市連会７月定例会説明資料 

令 和 ７ 年 ７ 月 1 1 日 

市 民 局 地 域 活 動 推 進 課 

(市Webページ) 

横浜市 会館 脱炭素 検索 

裏面あり 

区連会 資料２－７ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/shiminkyodo/jichikai/datsutanso.html


 



令和７年 7月 18日 

旭区連合自治会町内会会長様 

日本赤十字社神奈川県支部 

横浜市地区本部旭区地区委員会 

委員長  権藤 由紀子    

令和７年度 日赤旭区地区委員会事業推進費（災害用）の交付について（依頼） 

 

時下ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。 

また、日頃より、赤十字活動にご理解とご協力をいただき厚くお礼申しあげます。 

さて、本会では、各地区の災害備品充実のため、５年に一度災害救護活動の事業推進費を交

付しています。前々回は平成 27年度に交付を行い、新型コロナウイルスの影響で前回は６年目

の令和３年度に交付しているため、今年度は４年目での交付といたします。 

つきましては、申請書にご記入のうえ、10 月 10 日（金）までにお送りくださいますようお

願い申しあげます。 

 

1. 交付額 

各地区 上限 200,000円  

※1,000円未満は切り捨てで申請してください。 

（例）198,500円の物品の場合、198,000円で申請 

 

2. 交付方法    

指定口座へ振り込みで交付いたしますので、各地区で直接事業者へ発注をお願いします。 

残額が生じた場合、返金となります。 

 

3. 対象物品 

災害用備品 

  （例）発電機、災害用蓄電池、テント、非常用ポータブル電源、ヘルメット、防災ラジオ、

飲料水、食料品（防災保存食品） 

    過去 2回分の配分備品一覧をご参考ください。 

    

4．提出書類 

  １，申請書 

  ２，購入希望品の見積書（宛名は各地区連合自治会町内会とする） 

  ３，購入希望物品が分かるカタログや写真 

10 月 10 日（金）までに、申請書を郵送、窓口、FAX またはメールにてご提出くださいま

すようお願い申し上げます。 
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5. スケジュール 

    

 

 

 

 

 

＜事務局＞         

日赤旭区地区委員会事務局 

担当：齋藤・杉山  

TEL:392-1123 

FAX:392-0222 

メール:asahi-ks@ceres.ocn.ne.jp 

 

スケジュール 内容 

10月 10日 申請書提出 

11月初旬 地区へ送金、報告書の送付 

1月末 報告書の提出 

2月末 精算完了 

tel:392-1123


日赤旭区地区委員会事業推進費（災害用）配分備品一覧

地区名 R3年度 H27年度

1 鶴ヶ峰地区町内会連合会 テーブル10台、椅子20脚 テント(２×３間型）　

2 白根地区町内会自治会連合会 非接触式体温計36個 車いす

3 旭北地区連合自治会 LEDキャップライト200個 発電機（カセットガスボンベ用）

4 上白根連合自治会 テント、災害時情報収集用テレビ1台(各1つずつ) 三輪カート・キャリーカー・リヤカー等

5 今宿地区町内会自治会連合会 テーブル4台、椅子24脚 発電機（カセットガスボンベ用）

6 川井地区町内会自治会連合会
テント(ミスタークイック
ウエイト付） テント(２×３間型）　

7 若葉台連合自治会
プロジェクター、モバイルスクリーン、ス
ピーカーマイクWebカメラ、他電子機器 ワイヤレスアンプ

8 笹野台地区連合自治会 防災備蓄倉庫(1基) テーブル・椅子

9 希望が丘連合自治会 災害用蓄電池（プライムスター） ノートパソコン

10 希望が丘東地区連合自治会
非常用ポータブル電源2台、ソーラー
パネル(充電用)、LED投光器4台

テント(２×３間型）　

11 希望が丘南地区連合自治会
デジタルトランシーバー、ハンド型
メガホン、コードリール（防雨型）

発電機（カセットガスボンベ用）

12 さちが丘地区連合自治会 カセットガス発電機 発電機（カセットガスボンベ用）

13 万騎が原連合自治会 アンプ、マイク、スピーカースタンド 防災倉庫

14 二俣川地区連合自治会
バルーンライト、レインボー
リール、ハンドメガホン

ＬＥＤバルーンライト

15 二俣川ﾆｭｰﾀｳﾝ連合町内会 テント(集会用テント CJ式H型) スタンドパイプ式初期消火器具

16 旭中央地区連合町内会 空気清浄機1台、パソコン1台 テント

17 旭南部地区連合自治会 NECタブレット(7台) 小型テント

18 左近山連合自治会 非常用窯(大学生に作成依頼) テーブル・椅子

19 市沢地区連合町内会 メタハラバルーン投光機(1個) テーブル

参考資料

直近２回（令和３年度、平成27年度）の事業推進費の配分結果です。

それ以外に、下記備品も購入検討の際、参考にしてください。

・ポータブル蓄電池とソーラーパネル

・USB充電器（複数のスマートフォンが充電可能なもの）

・足踏み式のアルコール消毒器



【様式１】 

 

     

令和７年度 日赤旭区地区委員会事業推進費交付 

現 金 交 付 申 請 書 

              

■交付金   

￥   ,０００－ 

 

上記について、交付申請します。        

                      令和  年  月  日    

 
               地区        
 
                                  会 長               

      

□交付金振込口座 ※各連合町内会の口座を差し込んでお送りします。 

金融機関 
銀行 

        支店 ・ 本店 ・ 出張所 

貯金の種類 普通 ・ 当座 

口座番号 

支店番号 口座番号 

  

フリガナ  

口座名義人

（※） 

 

※上記振込口座以外の口座をご希望の場合は、通帳の口座名義を確認できる部分（表紙と

見開き 1 頁目）のコピーを同封ください。 

 

□連絡担当者 （連合町内会長様以外の場合は下記にご記入ください）   

    

  

氏 名：          電話番号：           

住 所：                          
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西谷３号踏切

鶴ヶ峰１号踏切

鶴ヶ峰３号踏切

鶴ヶ峰４号踏切

鶴ヶ峰６号踏切

鶴ヶ峰５号踏切鶴ヶ峰８号踏切

鶴ヶ峰７号踏切

保
土
ヶ
谷
バ
イ
パ
ス

鶴ヶ峰駅

鶴ヶ峰９号踏切

鶴ヶ峰２号踏切

起
点

終
点

平面図記載の踏切は、除却予定の踏切です。

鉄道（計画）

鉄道（現況）

凡例 横
浜
方
面

海
老
名
・
湘
南
台
方
面

保土ケ谷区

旭区

第３工区（開削区間）
前田・西松・東洋・松尾 建設共同企業体

第１工区（開削区間・シールドトンネル区間）
清水・五洋・鴻池・坪井・奈良 建設共同企業体

第２工区（鶴ヶ峰駅部）
大林・鉄建・京王横浜・馬淵・京成 建設共同企業体

第２工区
【駅部の掘削を実施しています】

各工区の工事進捗状況

第３工区
【線路沿いで土留壁の設置を実施しています】

鶴ヶ峰８号踏切付近にて、掘削時に土が崩れてこないよ
うにするため、線路沿いの地中に約25mの壁（土留壁）を
作っています。今後、鶴ヶ峰８号踏切付近から二俣川駅に
かけて同様に土留壁の設置を行っていきます。
引き続き、近隣にお住まいの方などの安全と環境に十分

配慮して、工事を進めていきます。
【３工区】前田・西松・東洋・松尾JV
電話：０４５－７４４－９１２５

地下に駅舎を構築するために掘削作業を開始しました。
この作業ヤードでは現在約３ｍの深さまで掘削が進んで

います。地下約35ｍまで掘削を行った後、シールドマシン
を通過させます。

近隣にお住まいの方や鶴ヶ峰駅を利用する方などの安全
と環境に十分配慮し工事を進めていきます。
【２工区】大林・鉄建・京王横浜・馬淵・京成JV
電話：０４５－７４４－８９７１

第１工区
【発進立坑の掘削を実施しています】

線路の真下にシールドマシンを投入する空間を確保する
ための掘削作業を開始しています。
現在は約５ｍの深さまで掘削が進んでおり、令和７年中

に約15ｍまで到達します。
近隣にお住まいの方などの安全と環境に十分配慮して、

工事を進めていきます。
【１工区】清水・五洋・鴻池・坪井・奈良JV
電話：０４５－４４２－５２４０



 

 

 

きらっとあさひプラン（旭区地域福祉保健計画）第５期計画素案に対する 

区民意見募集の実施について【情報提供】 

 

１ 趣旨 

 日頃から旭区福祉保健事業の推進に御理解と御協力を賜り厚くお礼申しあげます。 

さて、第５期旭区地域福祉保健計画「きらっとあさひプラン」は、現在、多くの皆さ

まの御協力をいただきながら、策定を進めているところです。 

つきましては、次のとおり区民意見募集を実施いたします。より多くの皆さまから御

意見をいただけるよう、実施にあたりましてご回答及び周知等への御協力をお願いいた

します。なお、本件については広報よこはま９月号旭区版でも周知を行う予定です。 

 

２ お願いしたいこと 

【区連長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

配布部数：計画冊子 １部、区民意見募集チラシ １部 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で情報提供をお願いします。 

       配布部数：計画冊子 １部、区民意見募集チラシ １部 

※掲示板等への掲示など、そのほか周知にご協力いただける場合は、 

必要部数を地区担当へお申しつけください。 

（その他） 

旭区民として御意見をいただくほか、地域のために活動されている自治会・町内会

長のお立場から、「地域組織・関係機関」及び「支援機関」の取組についても御意見を

いただければ幸いです。 

 

３ 区民意見募集概要 

(1) 実施目的 

  きらっとあさひプラン第５期計画の原案策定に向け、計画素案に対し広く意見を募

集します。 

(2) 閲覧開始・素案配布時期 

  令和７年９月初旬 

(3) そのほか配布予定先 

  民生委員児童委員協議会、区老人クラブ連合会、保健活動推進員連絡会、ヘルスメ

イト、青少年指導員連絡協議会、スポーツ推進委員連絡協議会 など 

区連会７月定例会説明資料 
令 和 ７ 年 ７ 月 1 8 日 
旭 区 福 祉 保 健 課 
旭 区 社 会 福 祉 協 議 会 
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(4) 意見募集期間 

  令和７年９月 11 日（木）から 10 月 19 日（日）まで 

(5) 回答方法 

 ア 横浜市電子申請・届出サービス 

 イ E メール 

 ウ FAX 

 エ 素案冊子に付属のはがき 

 

４ 備考 

 (1) 計画素案冊子は、旭区役所（福祉保健課）、旭区社会福祉協議会、旭区内地域ケ

アプラザの窓口及び旭区役所ホームページでも閲覧が可能です。 

 (2) 本区民意見募集についてのお問い合わせは、旭区福祉保健課で承ります。 

 

５ 添付資料 

（参考）きらっとあさひプラン第５期計画策定スケジュール 

 

【お問合せ先】         

◆旭区福祉保健課 事業企画担当 

山根、泉谷、岡田、小林    

TEL:954-6143/FAX:953-7713 

◆旭区社会福祉協議会      

三木、宮地、杉山       

TEL:392-1123/FAX:392-0222 



第５期計画策定スケジュール

５月 第１回地域福祉保健推進会議

６月 策定検討部会①

６～８月 団体ヒアリング

10月～11月 策定検討部会②③

11月 ジュニアボランティアアンケート

２月 第２回地域福祉保健推進会議

令和８年２月 計画完成 ３月 一般公表 ４月 計画冊子配布

５月23日 策定検討部会④

７月３日 策定検討部会⑤

様々なご意見

原案

素案

要点を整理

原稿

区計画

骨子案を文章化
目標や取組内容を検討

区民意見募集を反映
コラムを検討

令
和
６
年
度

令
和
７
年
度

地区別計画

第４期計画の
振り返り

骨子案

地区ごとに
地区の未来図や
目標、主な取組などを検討

８月７日 第１回地域福祉保健推進会議

９月11日 区民意見募集
～10月19日

11月 第２回地域福祉保健推進会議

２月14日 きらっとあさひ福祉大会

反映ご意見

ご意見

印刷・製本
印刷・製本

ご意見

関係組織向け説明会

データ ホームページ 主に関係組織向け



 

各自治会町内会長 様 

 

旭区総務課長   

 

旭区防災講座の開催について（御依頼） 

 

 旭区では、災害時のとなり近所の助け合いに向け、自助や共助に関する防災講座を開催し

ています。 

今年度も、個人向け・グループ向けの研修を開催しますので、多くの皆さまのお申込みを

お待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 個人向け研修 

（１）日時 

   令和７年９月 25日（木）９時～12 時 

   令和７年 12月６日（土）９時～12 時 

   ※いずれも同じ内容です。 

（２）場所 

   旭区役所 新館２階大会議室 

（３）研修内容（予定） 

   ご近助マニュアルを基にした自助・共助に

関する座学及びグループワーク 

 

２ グループ向け研修 

（１）派遣可能期間 

   令和７年 10月から令和８年２月まで 

 

（２）研修内容（予定） 

   自助・共助の取組み（旭区ご近助マニュア

ル）／地域における被害想定 

   その他、地域が抱える課題への対応や関心

のあるテーマなど、自治会・町内会の実情に

応じたプログラムを組ませていただきます。 

 

 

区 連 会 ７ 月 定 例 会 資 料 

令 和 ７ 年 ７ 月 1 8 日 

旭 区 役 所 

裏面あり 
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◆個人向けの研修 

 対象：自治会町内会やマンション管理組合などの防災担当者 

防災に関心がある方、旭区在住・在学の学生の方 など 

ご自身の組織の活動を考えるにあたり他の町の防災組織の取り組みを参考にしたい

方や、防災に関心のある学生の方は個人向け形式の研修がおすすめです。 

 

◆グループ向けの研修 

 対象：自治会町内会やマンション管理組合などの団体 

ご自身の組織内で防災の周知啓発を進めたい方、ご自身の組織が抱える課題等の解

決に繋がる知識を習得したい方は出前形式の研修がおすすめです。 



個人向け研修 

（４）申込方法・期限について 

   【期限】各回の前日 12時まで（必着） 

       各回先着 40名まで 

 

①電子申請 

 【二次元コード】 

 

 

 

 

   ②郵送・メール・ＦＡＸ 

    別添「旭区防災講座（個人）申込書」

にご記入いただき、旭区役所総務課庶務    

「申込書」は旭区ホームページからもダ

ウンロードできます。 

 【二次元コード】 

 

 

 

 

 

（５）受講の決定について 

申込後１週間以内に、受講者ご本人あてに、

メールもしくは郵送で受講決定通知を送付さ

せていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 グループ向け研修 

（３）申込方法・期限 

   【期限】令和７年９月３日（水）まで 

   別添「旭区防災講座（グループ出前）申込

書」にご記入いただき、旭区役所総務課庶務

係まで郵送、メールまたはＦＡＸでお申し込

みください。 

「申込書」は旭区ホームページからもダウ

ンロードできます。 

【二次元コード】 

 

 

 

 

（４）受講の決定（抽選）について 

   多くの団体からお申込みいただいた場合、

お受けできる団体を抽選にて決定いたします。 

   抽選結果は、申込み期間終了後、令和７年

９月 12日（金）までに申込者へお伝えします。 

 

（５）派遣決定後の流れ 

   研修実施機関（認定ＮＰＯ法人 かながわ

３１１ネットワーク）より、申込者へご連絡

をさせていただき、日時、場所、研修内容等の

調整を行います。 

 

（６）注意事項 

   自治会・町内会等の会合の場をご活用いた

だくなど、可能な限り多くの方にご参加いた

だけるようお願いいたします。 

   また、やむを得ず延期、中止を希望する場

合は、速やかに旭区総務課庶務係までご連絡

ください。 

 

３ その他 

（１）当日の気象状況等により、中止とさせていただく場合があります。 

（２）参加費、講演料は無料です。 

 
【お問合せ先】 

担当：旭区役所総務課庶務係 

TEL：954-6007  FAX：951-3401 

E-mail：as-anzen@city.yokohama.jp 



令和７年  月  日 

 

令和７年度 旭区防災講座（個人向け研修）申込書 

 

■ 受講者について 

 

 

■ 受講希望日程（第２希望まで①、②とご記入ください。） 

令和７年 

９月 25 日(木) 

令和７年 

12 月６日(土） 

  

 

■ 受講の決定について 

 受講者あて、申込みから１週間以内にメールもしくは郵送でお知らせさせていただ

きます。 

 

団体名（自治会等の名称） 

又は学校名 
 

受講者氏名  

住  所  

電話番号  

メールアドレス  

締 切：各研修日の前日（12時）必着 

送付先 

郵 送：241-0022 旭区鶴ヶ峰 1-4-12 

旭区役所総務課庶務係 

ＦＡＸ：045-951-3401 

メール：as-anzen@city.yokohama.lg.jp 

別添 



     
   年  月  日 

 
旭区総務課 行 

                                自治会・町内会等団体名                    

申請者名                       

                            住   所                      

電    話                        

メールアドレス                        

 

旭 区 防 災 講 座 （ グ ル ー プ 向 け 研 修 ） 申 込 書 
   

注意事項（必ずご確認ください。） 

・申込み期間は、令和７年９月３日（水）までです。 

・申込団体多数の場合は、抽選にて実施団体を決定します。当選・落選結果は、申込み期間終了後、 

９月12日（金）までに申請者様の電話またはメールアドレスへご連絡いたします。 

地域の状況 

【住居形態】 □戸建て □共同住宅 □混在 

【防災活動状況】 □防災活動を実施している □実施していない 

実施している場合の活動例（                               ） 

【防災組織体制】□構築されている □構築されていない 

地域の課題 

【自治会・町内会が抱える平時または発災時の防災に関する課題を教えてください。】 

 

 

 

基本構成 

① 自助・共助の取組み（旭区ご近助マニュアル）／地域における被害想定 ※全団体共通 

② 地域が抱える課題への対応や関心のあるテーマなど、自治会・町内会の実情に応じたプログラムを組

ませていただきます。（研修決定後、研修実施機関と内容について打ち合わせをいたします。） 

希望日 

第１希望（  月  日   曜日  AM・PM ） 第２希望（  月  日   曜日  AM・PM ） 

第３希望（  月  日   曜日  AM・PM ）  

※派遣期間は令和７年10月から令和８年２月までです。可能な限り、複数の希望日をご記入ください。 

※希望日が未定の場合は、空欄でも構いません。 

希望時間 □１時間～１時間半 □２時間～２時間半 □３時間 

実施場所 

住所： 

 

施設名（●●会館●階会議室等）： 

 ※申込みの時点で実施場所が未定の場合は、空欄でも構いませんが、研修当日までには実施場所をご用意

ください。 

別添 

裏面あり 

メールアドレスは必ずご記入ください。 
※ご連絡可能な方のアドレスで構いません。 



研修環境（使用・利用可能な場合は☑を付けてください。） 

□プロジェクター  □ディスプレイ    □長机（  台）   □駐車場（  台） 

□スクリーン    □マイク、スピーカー □椅子（  脚）   □その他（          ） 

 ※実施場所未定の場合は、空欄で構いません。 

※映像機器、音響機器等がない場合でもお申込みは可能です。 

参加予定者数（      ）人  ※原則10名以上の参加をお願いします。 

自由記入欄（その他ご要望事項など、自由にご記入下さい。） 

 

 

 

同意事項（右の□にレ点チェックをしてください。） 

申し込みにあたって、派遣日及び研修内容の調整をするために、氏名や連絡先な

ど申込書に記載した情報を、研修実施機関（認定NPO法人かながわ311ネットワーク）

へ提供することに同意します。 

同意いただいた場合は、当選後に、認定NPO法人かながわ311ネットワークから申

請者様の電話番号またはメールアドレスへご連絡させていただき、研修内容や当日

の段取りなどの調整をさせていただきます。 

✔ 

□ 

 

研修の申込みにあたり収集する氏名、電話番号、住所等の個人情報は「個人情報の保護に関する法律」の規定に

従い、適正に管理し、研修内容の調整や研修の中止等、連絡の必要が生じた場合にのみ利用します。 

【お問い合わせ先】 
旭区総務課庶務係危機管理・地域防災担当 
TEL：045-954-6007 

FAX：045-951-3401 

メールアドレス：as-anzen@city.yokohama.lg.jp 

mailto:as-anzen@city.yokohama.lg.jp


こんな方におすすめ！

・自治会・町内会、マンション管理組合等の防災担当者

・旭区在住、在学の学生の方 など

※いずれも同じ内容です。

お問い合わせ 旭区総務課防災担当 TEL 045(954)6007

FAX 045(951)3401

メール: as-anzen@city.yokohama.lg.jp

※詳細については裏面を確認（一財）消防防災科学センター
「災害写真データベース」

・防災に関心があり知識を身につけたい方



研修概要

各自(家庭)で備えるべき備蓄品、防災知識

町の防災組織の取組、旭区ご近助マニュアルについて学ぼう

地震発生直後の町の防災組織の対応を体験しよう

(１)対象者

(２)募集人数

①自治会・町内会、マンション管理組合等の防災担当者

③旭区在住・在学の学生の方
(保護者もぜひ一緒に参加してください)

各回４０名まで

無 料

各研修日の前日１２時００分まで(必着)

電子申請または郵送・メール・FAX

当日の気象状況により、中止または日程が変更になる場合があります。

【電子申請システムでの申込方法】 【郵送・メール・FAXでの申込方法】

次の二次元コードから申請してください。 HPで「申込用紙」をダウンロードし、
旭区総務課庶務係にお送りください。

※申込後１週間以内に、受講者ご本人宛に、メールまたは郵送で通知を送付します。

１ 内容

(１)座学

(２)グループワーク

２ 対象者・人数

３ 受講費用

(１)申込期間

(２)申込方法

４ 申込み

５ その他

②防災に関心があり知識を身につけたい方



・自治会等で防災の周知啓発を進めたい

・自分の自治会等が抱える課題のヒントがほしい

お問い合わせ(申込み先)

旭区総務課防災担当 TEL 045(954)6007 FAX 045(951)3401

メール as-anzen@city.yokohama.lg.jp

申込書や講座の詳細はこちらから申込書や講座の詳細はこちらから

【旭区防災講座（グループ向け研修）】

対 象

自治会・町内会、マンション管理組合等の団体

こんなお悩みはありませんか？

派遣可能期間

（一財）消防防災科学センター
「災害写真データベース」

「旭区防災講座(グループ)申込書」にご記入いただき、

郵送、メールまたはFAXでお申し込みください。

までに



基本的な流れ

申込者

会場、日時の検討

抽選結果確認

申し込み

内容などの調整、準備

研 修 当 日

アンケート提出

旭区総務課

受 理

抽 選

受 理

研修実施機関

内容などの調整、準備

9/３迄

9/12迄

随時

１か月以内

令和８年
１～３月頃

研修報告会（旭公会堂を予定）

多くの団体からお申込みをいただいた場合、お受けできる団体を抽選にて決定します。

抽選結果は、令和7年９月12日(金)までに申込者へお伝えします。

注意事項等

講演料は無料です。

会場は申込者でご用意ください。なお、会場が未定の場合でもお申込みは可能ですが、研修当日
までにご用意をお願いします。

自治会・町内会等の会合の場をご活用いただくなど、可能な限り多くの方にご参加いただける

ようお願いいたします。 ※目安：10名以上

やむを得ず延期、中止を希望する場合は、速やかに旭区総務課庶務係までご連絡ください。

当日の気象状況等により、開催を中止させていただく場合があります。

お申込みの際は、申込書の同意事項（申込者の連絡先等の研修実施機関への提供）を必ずご確認
の上、 をお願いします。

抽選について

講座内容

・自助・共助の取組、地域における災害時の被害想定

・地域が抱える課題への対応や関心のあるテーマなど

※講師から、出前講座の結果を、他の自治会等へご紹介させていただきます！！



担当  旭区役所地域振興課 

池上・樋口   

TEL  ９５４－６０９６  

FAX  ９５５－３３４１  

◎申 請 期 限   

令和７年８月 29 日（金）必着 

旭 地 振 第 6 6 8 号 

令和７年７月 18 日  

旭区自治会町内会長 各位 

旭区役所地域振興課 

資源化推進担当課長 

 

旭区花いっぱい事業における秋の花苗配布の申請について（事業説明） 

 

 日頃から、「旭区花いっぱい事業」の推進及び「GREEN×EXPO 2027 に向けた機運

醸成」に御協力いただき、厚くお礼申し上げます。 

 さて、公園や歩道など公共の場所での花植えを積極的に進めている自治会町内

会に対して、花と緑に親しむきれいな街づくりと、ポイ捨てや不法投棄ができな

い環境づくりを目的として、区役所から花苗の配布を予定しています。 

 花苗の配布を希望する団体は、横浜市電子申請・届出システムから御申請いた

だくか、別紙「花苗配布申請書」を御提出くださいますようお願い申し上げます。 

 申請が多数の場合は、抽選とさせていただきますので、あらかじめ御了承くだ

さい。 

○配布予定苗 パンジー（13,000 ポット） 

 ○配布上限数 各自治会町内会および各地区連合自治会町内会で４ケース以内 

（１ケース 24 ポット入り） 

        ※旭区花いっぱい活動推進者表彰を受けた団体は上限を超えて

申し込むことが可能です。詳細は個別に御連絡します。 

 ○配 布 日 時 令和７年 11 月 30 日（日）8：30～(予定) 

        ※引渡し時間等については、後日郵送でお知らせいたします。 

 ○配 布 場 所 資源循環局旭工場（旭区白根２－８－１） 

 ○申 請 方 法     

  (1) 横浜市電子申請・届出サービスから申し込み 

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/

ea/residents/procedures/apply/c5a6110e-2aa0-

46d3-9e00-00e758e0a5c5/start 

(2) 郵送・FAX・窓口で別紙「花苗配布申請書」の御提出  
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花苗配布申請書（令和７年度秋） 

自治会町内会名 
                    

 

担当者氏名  

担当者連絡先 

(決定通知書 送付先) 

〒 

 

ＴＥＬ 

申 請 数 

（記載例）１・２・３・④  ケース×24 ポット＝96 ポット 

※１ケースは 24 ポットです。希望するケース数に○を付けてください。 

１・２・３・４ ケース×24 ポット＝  ポット 

植付け予定場所名称  

植付け予定場所住所  

植付け予定場所案内図 ※周囲の目印となる建物から道案内してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＦＡＸの場合、お手数ですが送信後、開庁時間内に御連絡下さい。 

※誤送信、裏面送信・未送信等による申請漏れ防止のため 

 

◎提出先 旭区役所地域振興課資源化推進担当 

所在地 〒241-0022 旭区鶴ケ峰１－４－１２ 

ＴＥＬ ９５４－６０９６ 

ＦＡＸ ９５５－３３４１ 



横浜市消費生活総合センター・旭区役所 

令和 7 年度 9 月消費生活教室 

 

 

 

【参加費】無 料 

【定 員】４００名（当日、先着順） 

●参加方法：事前のお申し込みは不要です。

当日、直接会場にお越しください。先着順です。 

＊手話通訳をご希望の方は、開催日３週間前(8/26)までに、 

当センターまでご連絡ください。 

●問合せ先：横浜市消費生活総合センター「消費生活教室」担当

電話：０４５－８４５－５６４０ ＦＡＸ：０４５－８４５－７７２０ 

【日 時】 令和 7 年 9 月１６日（火） 
13：30 ～ 15：30（受付 13：00）

【場 所】 旭公会堂 講堂（旭区役所 4 階）
所在地：横浜市旭区鶴ケ峰１－４－１２ 

交 通：相鉄線「鶴ケ峰」駅下車、徒歩約７分 

＊裏面の案内図をご参照ください。 

共催：横浜市消費生活総合センター・旭区役所 

横浜市消費生活総合センターホームページ https://www.yokohama-consumer.or. jp 

旭区役所ホームページ https://www.city.yokohama.lg.jp/asahi 

豊かな老後のために 
知っておきたい対策ポイント 
～終活、認知症への備え、贈与・相続、金融など～ 

講師：一般社団法人かながわ FP 生活相談センター

三好 正信 

センター
ホームページ

区連会　資料４－１
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会 場 ご 案 内 図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

［会 場］ 

 旭公会堂 講堂（旭区役所４階） 

横浜市旭区鶴ケ峰１－４－１２ 電話：９５４－６１５４ 
       （旭区 地域振興課 電話：９５４－６０９１） 
 

［交 通］ 

  相鉄線「鶴ヶ峰」駅北口下車、徒歩約７分 

     ＊「各駅停車」と「快速」の停車駅です。 

 

旭公会堂 

旭区役所４階 

 

至 横浜駅 



 
 

区 連 会 説 明 資 料  

令 和 ７ 年 ７ 月 1 8 日 

旭 区 地 域 振 興 課  

自治会町内会 各位 

 

旭区地域振興課長 

 

’25 横浜旭ジャズまつり開催のご案内及びチラシの掲出について（依頼） 

 
 旭区におきましては、文化芸術面からの盛り上げを創出するため、区民の皆様とともに

数多くの事業を実施しています。 

その一つである「横浜旭ジャズまつり」は、本年８月に第 34回目を開催することとなり

ました。 

 つきましては、広く区民の皆様にご案内するため、各自治会町内会の掲示板への掲出に

ついて御協力をお願いいたします。 

 

１ 事業概要 

(1) 開催日時・場所 

     令和７年８月 31日（日）11時 40分～20時 40分（開場 11時 20分） 

こども自然公園 野球場 

(2) 主催 

     横浜旭ジャズまつり実行委員会（実行委員長：髙梨 信芳） 

(3) 共催 

     旭区文化振興会、旭区役所 

  (4)  協賛 

     タカナシ乳業株式会社、相鉄グループ ほか 

  (5) 後援 

     旭区連合自治会町内会連絡協議会 ほか 

 

２ 添付資料 

  ’25横浜旭ジャズまつりチラシ 

 

 

担当：旭区地域振興課生涯学習支援係 

吉田、中村、小林 

045‐954‐6094 
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～消費生活教室のお知らせ～ 【問合せ先】「消費生活教室」担当電話 045-845-5640
令和7年８月２８日（木）  13：30～15：30　「高齢者向け住まいの種類と選び方」 港南公会堂
令和7年９月16日（火）  13：30～15：30　「豊かな老後を楽しむために知っておきたい重要ポイント」旭公会堂

消 生 情費 活 報くくららしナビしナビ
発行：横浜市消費生活総合センター“お互いに 一声かけて見守りを！”

    通信販売は    通信販売は
クーリング・オフできません！クーリング・オフできません！

〔  　　　　　　　〕消費生活相談電話

横浜市消費生活総合センター

045-845-6666 平　日　9：00 ～ 18：00
土・日　9：00 ～ 16：45

相談事例など暮らしに役立つ情報満載！

トラブル防止のポイント

よ はこ ま  令和７年 

８・９月号

□ 返品可能な場合でも、期限が設けられ
ていることもあるので、届いたらすぐ
に中身を確認！

□ 		返品特約の表示がない場合は、８日以内
（商品到着日を含む）は送料負担で返品
可能！

　ネット通販で２千円の靴を購入した。サイズが合わな
かったのですぐ返品を希望したが、「返品はできない」
と言われた。クーリング・オフできないのか。	

（相談者：40歳代 男性）

　通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。
返品については、事業者が決めた特約に従うことに
なります。通信販売を利用する際は、事前に返品・交換
の可否や条件を必ず確認しましょう。

✓

✓
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第２講

第３講

会 場：

40人／連続講座 １５人

※定員を超えた場合は抽選

対 象： 旭区にお住いで地域活動に関心のある人

定 員：

お問い
合わせ 旭区役所地域振興課地域力推進担当

旭区市民活動支援センター「みなくる」

☎

Eメール as-manabi＠city.yokohama.lg.jp☎

申込締切

旭区市民活動支援センター「みなくる」 ８/22
（金）

13:00～15:00

お子さんがいても、お仕事があっても、地域活動は始められる
─リアルな地域活動の現場から、本音で語るトークセッション

2014年、旭区で住み開きカフェをオープンし、
多様な地域活動の支援を行っている。
2022年～子どもの居場所ネットワーク主宰。
企業や学生を巻き込んで新たな拠点づくりも実践中。

講師（トータルアドバイザー）

五味 真紀 氏
（NPO法人ハートフル・ポート代表）

045-382-1000

045-954-6028

連続講座は原則全講参加できる人

講座日程

受講料
無料

土

オープン
講座

第４講

第５講

土
土

土※現地見学
調整中

あさひみらい塾2025 地域人デビュー講座

「自分にも何かできるかも」と感じているあなたへ
地域活動のリアルにふれることができる講座。
背中を押してもらって、やってみたい！を形に、

あなたも地域人デビューしませんか？

詳細はこちら

６(月)～
17(金)
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第１講

第2講

第3講

オープン講座

・講師 五味 真紀 氏 基調講演

・地域の活動者とのトークセッション
9/13(土)

13:00～15:00

10/4(土)
13:00～16:00

･参加者自己紹介

･地域活動の見学、活動者からの講話

10/2５(土)
13:00～16:00

見 学

･個人ワーク(マインドマップ作成）

･運営資源、広報などについての講義

・見学内容の共有

第5講

11/8(土)
13:00～16:00

・グループプラン作成

・アフタースクールの紹介

・グループプラン発表

第4講

必要事項をご記入の上、電子申請システムまたはEメールでお申し込みください。
受講の可否は、８月下旬頃までにメールでお知らせします。

Eメール as-manabi＠city.yokohama.lg.jp

必要事項 ①氏名(ふりがな） ②住所 ③年代 ④携帯電話番号
⑤どこで講座を知ったか ⑥応募した理由

※ご提供いただいた個人情報は、本事業の範囲内で使用します。

１０月
６日(月)～17日(金)

（日時調整中）

※講座の様子を撮影し、ホームページや広報に掲載する場合がありますのでご了承ください。

※件名に「みらい塾2025申込」と明記してください。

電子申請システムはこちら

≪全５回の座学、見学、ワークを通して、グループで活動プランを作ります≫

申込方法

＼第１講だけでも参加できます／
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